
地域再生支援利子補給金制度とは、地域再生に資する事業の実施者が金融機関から当該事業を実施するうえで必要な

 
資金を借入れる場合に、国が当該金融機関を指定したうえで、予算の範囲内で、利子補給金を支給するものです。

 
これにより、事業資金を低利で借入れることができるため、地域再生に資する事業の円滑な実施に繋がることが期待でき

 
ます。また、円滑な事業の実施から、雇用機会の創出や投資誘発効果なども期待できます。

（１）国から指定を受けることが可能な金融機関

①銀行

 

②信用金庫及び信用金庫連合会

 

③労働金庫及び労働金庫連合会

 

④信用協同組合及び信用協同組合連合会
⑤農業協同組合及び農業協同組合連合会

 

⑥漁業協同組合及び漁業協同組合連合会

 

⑦農林中央金庫
⑧株式会社商工組合中央金庫

 

⑨株式会社日本政策投資銀行

（３）利子補給金の支給期間及び利子補給率

金融機関が地域再生に資する事業の実施者へ最初に貸付けした日から起算して５年間

 

（利子補給率：０．７％以内）

（２）利子補給金の支給対象となる事業

地域再生に資する事業が対象（下記の事業例参照）

地域再生支援利子補給金制度について地域再生支援利子補給金制度について

地方公共団体地方公共団体

地域再生協議会地域再生協議会

⑧返済⑧返済

①参画

企業・NPO等
（認定地域再生計画に資する事業を実施する事業者等）

企業・NPO等
（認定地域再生計画に資する事業を実施する事業者等）

⑥融資⑥融資

（指定）金融機関（指定）金融機関

①組織

⑨利子補給⑨利子補給

③認定申請③認定申請

内

 閣

 府

内

 閣

 府

④認定④認定

⑤指定⑤指定

②
地域再生計

 
画作成

 

②
地域再生計

 
画作成

商品の研究開発を行い、研究結果から商品化に繋げ、地場産業の活性化を

 

目指す

 

⇒

 

研究費や生産設備の増設への資金

事 業 例

観光施設や宿泊施設を整備して、観光産業の振興を図り、雇用の拡大にも

 

繋げる⇒

 

観光施設の改修費や宿泊施設の建設費への資金

①

②

地場の農林水産品をブランド化して、地場特産品として確立し、地場産業の

 

活性化を目指す⇒

 

商品開発費や生産設備の拡充費への資金
③

⑦利子補給契約締結（支給期間５年間）⑦利子補給契約締結（支給期間５年間）
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